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趙雪巍弁護士、「自動車業界法務総監推薦優秀弁護士」に選出 

 

「中国有名企業法務総監推薦優秀弁護士&法律事務所」推薦リストと 2023 年企業選定弁護士&法律事務

所ガイドラインランキングリストは、先日公開され、推薦された弁護士数、推薦に参加したクライアント数、推薦

総数などの五つの項目においていずれも大きくリードした指標を基に、金誠同達法律事務所は、全国弁護士

データベースサイトの名律堂が授与する「名律堂――クライアント厳選」法律事務所の称号を獲得し、26 名の

弁護士は、推薦ランキングリスト入りを果たしました。そのうち、日本業務チームの趙雪巍弁護士は、「自動車

業界法務総監推薦優秀弁護士」に選出されました。 

 

「中国有名企業法務総監推薦優秀弁護士&法律事務所」推薦リスト上の弁護士と法律事務所は、中国の有

名企業の法務主管者の自発的な推薦を経て選考され、企業クライアントとの経験の共有するものとして、そ

の内容は客観的かつ公正であり、その他の企業の方々が弁護士と法律事務所を招へいされるに当たっての
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十分な参考価値を有しています。 

 

 

 

工業情報化部、電気通信設備ネットワーク接続許可制度の若干の改革措置を公布 

 

工業情報化部は 2023年 2月 7日、「電気通信設備ネットワーク接続許可制度の若干の改革措置に関する

通告」（以下「通告」）を対外的に公布した。通告は 2023 年 3 月 1 日から施行されている。 

 

「通告」の内容には一部の電気通信設備監督管理方法の調整、ネットワーク接続許可検査項目の簡素化・

合理化、ネットワーク接続許可許審査確約期限の公開、ネットワーク接続試用許可有効期間の延長、電気通

信設備製品グループ管理の実施などの五項の改革措置が含まれている。「通告」においては固定電話端末、

コードレス電話端末、キー電話システム、ファクシミリ機などの 11 種の電気通信設備に対しては工業情報化

部は今後は新たなネットワーク接続許可申請の受理と許認可審査を行わず、衛星インターネット設備と機能

仮想化設備に対しては「中華人民共和国電気通信条例（2016 年改正）」などの規定に従って現行のネットワ

ーク接続許可管理に組み入れられるという旨が規定されている。「通知」においてはさらに、ネットワーク接続

許可を取得した電気通信設備について、被許諾企業が製造受託企業（すなわち OEM 企業）を追加もしくは変

更し、または主要な機能もしくは核心的なコンポーネントを変更しない技術・外型の変更を行う場合には、被

許諾企業は工業情報化部のオンライン政務サービスプラットフォームを通じて関連情報を時宜を得て入力お

よび報告しなければならず、ネットワーク接続検査またはネットワーク接続許可申請の再実施は不要となり、

ネットワーク接続許可証記載内容の変更発生にかかわる場合には、被許諾企業は規定に従って許可証の情

報の変更手続を処理しなければならないという旨が規定されている。 

 

（出典：http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-02/07/content_5740471.htm) 

 

 

 

商務部、デュアルユース品目の輸出管理を強化 

 

商務部弁公庁は 2023 年 2 月 12 日、「デュアルユース品目輸出管理業務の更なる遂行に関する通知」（以

下「通知」）を公布し、デュアルユース品目（すなわち、民事上の用途を有しているとともに、軍事上の用途も有

しており、または軍事的な潜在能力の向上に資する貨物・技術・サービス）の輸出管理に対する更なる強化の

方針を表示した。 

 

「通知」においては、許可を経ずに輸出業者は、デュアルユース品目をみだりに輸出することができず、エン

ドユーザーや最終用途などの既に許可されている範囲を超過してデュアルユース品目を輸出することができ

ず、かつ、輸出が禁ぜられている品目を輸出することができず、輸入業者とエンドユーザーは、エンドユーザ

ー・最終用途管理規定を厳格に遵守しなければならず、関連品目を規定に違反して改装・改変・移転して非

民用の用途に用いることができず、かつ、いずれの第三者にもみだりに譲渡することができない、という旨が

強調されている。 

 

「通知」においてはさらに、デュアルユース品目の輸出業者は「商務部＿デュアルユース品目輸出業者の

輸出管理内部コンプライアンスメカニズムの確立に関する指導意見」に基づいてデュアルユース品目輸出管

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-02/07/content_5740471.htm
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理内部コンプライアンス制度を時宜を得て確立および整備し、直面するおそれのある輸出管理リスクに対す

る全面的な評価を行わなければならないという旨が規定されている。 

 

商務部は今後、輸出管理の監督に係る法執行の強化、常態化された法執行検査の展開および特別法執

行活動の時宜を得た展開を行い、輸出業者は仮に調査と確認を経た上で法令違反行為が存在していた場合

には、法により厳粛な処分と処罰が下される。 

 

（出典：http://swj.xm.gov.cn/zwgk/zfxxgk/ml/zcfg/pf/202302/t20230221_2720711.htm） 

 

 

 

国家インターネット情報弁公室、「個人情報越境標準契約弁法」を公布 

 

国家インターネット情報弁公室は 2 月 24 日、「個人情報越境標準契約弁法」（以下「弁法」）を公布した。弁

法は 2023 年 6 月 1 日から施行される。国家インターネット情報弁公室の関連責任者は「弁法」公布の趣旨が

「個人情報保護法」の規定の実施、個人情報権益の保護および個人情報越境活動の規範化にあるものと表

示している。 

 

日増しに増長している個人情報越境の必要性の充足および個人情報権益の保護を目的とし、「弁法」にお

いては個人情報越境標準契約（以下「標準契約」）の適用範囲、締結の条件および届出の要求が規定されて

いるとともに、標準契約書のひな型が明確にされており、個人情報の中国国外への提供に向けた具体的なガ

イダンスが提供されている。主な内容は以下のとおりとなっている。 

一、個人情報処理者の中国国外受領者との標準契約締結の方法を通じた個人情報の中華人民共和国外

への提供は、「弁法」の適用を受け、標準契約締結の方法を通じて個人情報の越境活動を展開するときは、

自主的な締約と届出の管理の接合および権益の保護とリスクの防止の接合を堅持し、個人情報越境の安全

性と自由な流動を保障しなければならないという旨が明確にされている。 

二、個人情報処理者は個人情報の中国国外への提供前に個人情報保護影響評価を展開しなければなら

ず、重点的な評価の内容が明確にされており、個人情報処理者は標準契約の発効日から 10 営業日以内に

所在地の省級ネットワーク情報部門に届け出なければならないという旨が規定されている。また、標準契約の

有効期間内における個人情報処理者の個人情報保護影響評価の再実施、標準契約の補完的締結または再

締結および相応の届出手続の履行が必要となる具体的な状況が定められている。 

三、「弁法」の附属書は標準契約書のひな型となっており、その主な内容には契約に係る定義、基本的な

要素、個人情報処理者と中国国外受領者の契約上の義務、中国国外受領者の所在国家または地区におけ

る個人情報保護政策・法規の契約の履行への影響、個人情報主体の権利と関連救済措置、契約の解除、違

約責任、争議の解決などの事項が含まれている。また、個人情報越境説明書、双方の当事者の取り決める

その他の条項などの二部の附属書も設けられている。 

 

（出典：http://www.cac.gov.cn/2023-02/24/c_1678884830036813.htm） 

 

 

 

 

 

http://swj.xm.gov.cn/zwgk/zfxxgk/ml/zcfg/pf/202302/t20230221_2720711.htm
http://www.cac.gov.cn/2023-02/24/c_1678884830036813.htm
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中国共産党中央指導部と国務院、「デジタル中国構築全体配置計画」を通達 

 

中国共産党中央指導部と国務院は2月27日、「デジタル中国構築全体配置計画」（以下「計画」）を通達し、

「デジタル中国」の構築に対する戦略的な施策を行った。 

 

「計画」においては、デジタル中国の構築はデジタル時代における中国式の現代化を推進する上での重要

なエンジンとして国家の競争上の新たな優位性を構築する上での有力な支えとなり、2035 年を目途に中国デ

ジタル化の発展水準は世界の先駆けに加わり、デジタル中国の構築は重大な成果を達成する、という旨が指

し示されている。 

 

「計画」においてはデジタル中国構築の基盤強化の必要性が提起されており、これには具体的には 5Gネッ

トワークとギガ光回線の協調的な構築の加速、IPv6 の大規模な手配と応用の更なる推進、モバイル IoTの全

面的な発展の推進、一般データセンター、スパコンセンター、インテリジェント・コンピューティングセンター、エ

ッジデータセンターなどの合理的な配置の導入、商業データ価値の潜在能力の発揮、データ財産権制度の加

速的な確立などが含まれている。 

 

（出典：http://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.htm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.htm
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➢ 本誌は無料で配布させていただきます。 

➢ お問い合わせやご意見をおもちの方は newsletter@jtn.com までご連絡ください。 

➢ 本誌の内容の一般性のため、掲載内容を基にした商業活動による損失は弊所では責任を負いかねま

すのでご了承ください。 

➢ なお、本誌は弊所が PDF ファイル形式により配布するもので、ヘッダーを含む PDF ファイルの全文を変

更せずに配布される場合は許可しますが、それ以外の場合には弊所にご相談ください。 

http://www.jtn.com/JP 
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